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１．許可不要制度を適用した通行許可申請の変更について

〇 国際海上コンテナ車（40ft背高）における特殊車両通行許可不要制度（以下、許可
不要制度という）を適用した申請の基本的な考え方は、以下のとおりです。

① 特殊車両通行許可不要区間（以下、許可不要区間という）で完結する経路では、
通行許可申請は不要です。

② 許可不要区間と許可必要区間（地方道等）が混在する経路の場合は、許可不要制度
を適用した通行許可申請が必要となります。
※出発地から目的地までの通行経路で、許可不要区間で完結しない場合は、

許可必要区間を含めた経路で申請を行ってください。

～留意事項～

許可不要区間内には、通行方法が定められている場合があります。通行時には、
事前に通行方法が設定されている区間および交差点を確認し、指定された通行条

件を遵守してください。通行条件は、下記サイトで確認してください。
参照先：「大型車誘導区間・重さ高さ指定道路・特車許可不要区間の状況」

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html

◆①における運用は、令和元年７月３１日より開始しております。
（詳細はお近くの直轄国道事務所にお問い合わせください）

◆②の申請時に、許可不要区間の部分は、通行条件（算定）は付与されません。
（ただし、許可必要区間との接続部の折進審査を除く。）
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○システムメンテナンス後の令和元年９月２４日（火）午前９時 より 、
許可不要制度を適用した申請データを作成できます。

１．許可不要制度を適用した通行許可申請の変更について

～留意事項～

令和元年９月２４日午前９時以前に作成された申請データでは、許可不要制度は
適用されませんので、ご注意ください。

⇒申請データの再作成をお願いいたします。

（令和元年９月２０日１８時から～９月２４日９時はシステム停止となります。）

窓口事務所へ直接申請データを持参する場合（FD申請）においては、ｔｋｓファイル
（申請支援システムで作成した申請データ）に限られます。

※電子申請書作成システム等で作成した申請データ（bin）は適用対象外となります。

※地方公共団体への申請する際には、自治体オンライン提出（試行運用中）をご活用下さい。

https://tokusya-fts.eform.ne.jp/ （初回は利用登録が必要となります。）

https://tokusya-fts.eform.ne.jp/
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１．許可不要制度を適用した通行許可申請の変更について

許可不要制度を適用した申請データを作成する際のシステム操作等の流れ

①ETC2.0車載器の登録

②申請データの作成（車両）

③申請データの作成（経路）

④申請データ作成（適用選択）

⑤提出先の確認

⑥申請データの提出

搭載している業務支援用ETC2.0車載器に関する情報等のシステムへの登録します。
自動車登録番号、車載器管理番号、ASL-IDを登録し、利用規約に同意してください。

車両諸元は許可不要制度適用を受けるための申請車両の条件を満たす必要があります。
※本資料のP5～P7の車両条件に記載事項をご参考にください。

申請経路は許可不要制度適用を受けるための通行経路の条件を満たす必要があります。
※本資料のP8の通行経路条件に記載事項をご参考にください。

申請書作成予約時に、システムでの自動判定チェックの結果、特車許可不要制度の条
件を満たす場合に、メッセージが表示され、適用有無を選択します。

許可必要区間の道路管理者を提出先事務所に指定してください。
※本資料のP18～P23に申請提出先の基本ルールとツールによる確認方法を記載。

★特車ゴールドとの併用はできません。許可期間延長あるいは実車空車同一申請には併用可。
（通常申請／ETC2.0簡素化制度／特車許可不要区間制度のいずれかを選択）

地方公共団体に
提出する場合

既存のとおり 申請データ（tks）を用いて、オンライン申請または窓口申請で提出を行ってください。
※許可不要区間はシステム算定の対象外となります。

以下の操作は、すべて特殊車両通行許可オンライン申請システムよりシステム操作を行ってください。
（PRサイトより各種システムにログイン）http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

★運用途中で、利用制度の解除、車載器情報の削除が確認された場合、無効となります。

★対象車種は、海上コンテナ（９‘６’）のみです

★許可不要区間で完結する経路が存在する場合は、アラートを表示します。
（申請不要となるため、許可不要区間完結経路を除いた経路で登録を行ってください。）

★許可必要区間に直轄国道が含まれない場合、または、地方道（許可不要区間）から地方道
（許可必要区間）に折進して進入する箇所が含まれる場合は地方公共団体が提出先となります。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
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２．許可不要制度の適用条件（申請種別等）

①許可不要制度適用を受けるための申請の条件は以下のとおりです

項目 条件

申請データ
作成方法

オンライン申請支援システムにて作成した申請データ
－拡張子tks（オンライン申請用データ）
（電子申請書作成システムで作成したbinデータは対象外）

申請種類 新規申請、変更申請、更新申請

（許可不要制度の適用を受けていない許可の変更申請、更新申
請にも適用可能）
※軽微な変更申請でも、許可不要制度への転換が可能

提出窓口・提出
方法

＜直轄国道事務所＞
・オンライン申請
・窓口申請（FD申請）

＜都道府県・政令市＞
・自治体オンライン申請（暫定版）
・窓口申請（FD申請）

申請者 本人申請・代理人申請どちらでも可

実車空車 実車空車同一申請にも適用可能

許可期間 許可期間延長が適用可能（最大４年間）

荷主情報 記載可能（優先審査対象）

特車ゴールド 特車ゴールド制度との併用不可（どちらか一方を選択）

※ 条件を満たさない場合、申請書作成時にチェックがかかり、許可不要制度適用外となります
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２．許可不要制度の適用条件（車両諸元）

②許可不要制度適用を受けるための申請車両の条件は以下のとおりです

項目 条件

トラクタ 認証トラクタ ：軸重11.5t以下
認証トラクタ以外：軸重10.0t以下

ETC車載器登録 すべての車両に許可不要区間のETC車載器登録があること
（他項目との重複可）

申請車種 海上コンテナ（9’6’)

積載物名 海上コンテナ（タンク・40ft）
海上コンテナ（ボックス・40ft（30.48t対応）
海上コンテナ（ボックス・40ft）

積載物寸法 幅 235cm以上250cm以下（規格値：243.8cm）
高さ285cm以上295cm以下（規格値：289.6cm）
長さ1,200cm以上1,300cm以下（規格値：1,219.2cm）

車両寸法（合成値） 幅 250cm以下、高さ410cm以下、長さ1,650cm以下

車両重量（合成値） 車両総重量44t以下、最大軸重11.5t以下、最大輪荷重5.75t
以下 ※次ページに示す諸元の範囲内にあること

軸種 複数軸種でない（１申請につき１軸種のみ）
その他軸種でない（システムに軸種登録があるもの）



自動車 被けん引車 自動車 被けん引車 自動車 被けん引車

38t未満 3 3
（最小軸距(m）×2.3+5）t

（ただし10t以下）

2 3 11.5t
（最小軸距(m）×2.3+5）t

（ただし10t以下）

3 3
（最小軸距(m）×2.3+5）t

（ただし10t以下）

38t以上

道路運送車両法の保安基準第４条の第２第１項の規定によ
る告示で定める基準を満たすセミトレーラ連結車

左記以外
総重量

軸重の最高限度
車軸の数
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２．許可不要制度の適用条件（車両諸元）

②許可不要制度適用を受けるための申請車両の条件は以下のとおりです

軸重の最高限度

輪荷重の最高限度

自動車 被けん引車 自動車 被けん引車 自動車 被けん引車

38t未満 3 3
{（最小軸距(m）×2.3+5）÷2}t

（ただし5t以下）

2 3 5.75t
{（最小軸距(m）×2.3+5）÷2}t

（ただし5t以下）

3 3
{（最小軸距(m）×2.3+5）÷2}t

（ただし5t以下）

総重量
車軸の数

輪荷重の最高限度

道路運送車両法の保安基準第４条の第２第１項の規定によ
る告示で定める基準を満たすセミトレーラ連結車

左記以外

38t以上
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２．許可不要制度の適用条件（車両諸元）

②許可不要制度適用を受けるための申請車両の条件は以下のとおりです

総重量の最高限度

自動車 被けん引車
7.8m以上
8.7m未満

36.2t

8.7m以上 37.5t
9.3m以上
11.9m未満

37.5t

11.9m以上 44t
8.6m以上
9.5m未満

36.2t

9.5m以上
11.1m未満

37.5t

11.1m以上 44t
10.3m以上
12.8m未満

37.5t

12.8m以上 44t

総重量の
最高限度

最遠軸距
車軸の数

2

3

2

3

2

3
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２．許可不要制度の適用条件（通行経路）

③許可不要制度適用を受けるための通行経路の条件は以下のとおりです

〇 許可不要区間を含む
（制度適用）

× 許可不要区間完結
（申請不要）

× 許可不要区間を含まない
（制度適用外）

許可必要区間 許可不要区間 許可必要区間

〇 申請経路は、許可不要区間を含む（ただし許可不要区間完結でない）経路としてください。

１．許可不要区間について

既存許可経路（許可不要区間を含む）

新規申請・枝道経路（許可不要区間を含まない）

２．枝道申請について

許可不要区間を１区間以上
混ぜた経路としてください

＜複数経路申請の場合＞
・許可不要区間完結経路（②）が含まれる場合、
申請できません
・すべての経路が許可不要区間を含まない（③）場合、
申請全体が許可不要制度適用外となります

〇 通常申請と同様に、枝道申請（既許可経路と重複する経路を省略した申請）が可能です
〇 枝道申請を行う場合は、許可不要区間と許可必要区間を混在させてください。

出発地 目的地１

目的地２

①

②

③
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３．申請データ作成方法（申請車種）

① 申請車種を正しく選んでください

対象車種は
海上コンテナ（９‘６’）

のみです
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３．申請データ作成方法（提出先）

② 提出先を正しく選んでください

許可必要区間の道路管理
者を選択してください

（直轄国道がすべて許可不要区間の場合
は「その他道路管理者」を選択）



11

３．申請データ作成方法（積載貨物名・寸法）

③積載貨物名を正しく選んでください
④積載物寸法を正しく入力してください

積載貨物品は、以下のいずれかを選んでください

・海上コンテナ（タンク・40ft）
・海上コンテナ（ボックス・40ft（30.48t対応）
・海上コンテナ（ボックス・40ft）

積載貨物寸法は、
以下の範囲で入力してください

幅 ：235~250cm
高さ：285~295cm
長さ：1,200~1,300cm

1219244
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３．申請データ作成方法（軸種）

⑤軸種を正しく選んでください

・軸種は既存の軸種を選択してください
（「その他軸種」は制度適用対象外です）
・複数軸種申請（１申請に複数の軸種を含む
申請）は制度の適用対象外です
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３．申請データ作成方法（車両寸法）

⑥車両諸元を正しく入力してください

車両長さは、
（トラクタの長さ＋トレーラの長さ）≦1650cm
となるようにしてください
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３．申請データ作成方法（通行経路）

⑦通行経路は、許可不要区間を含むように作成してください

許可不要区間

許可必要区間

許可必要区間

許可不要区間・許可必要区間
どちらも含む経路

のみ許可不要制度が
適用されます
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３．申請データ作成方法（制度利用確認）

⑦許可不要申請を選択してください

特車許可不要区間制度利用の条件を満
たす場合、
「申請書作成予約登録」ボタンを押すと確
認メッセージが表示されますので、
「はい」を選んでください。

ｃ

メッセージが表示されない場合
は、許可不要制度適用外です。
車両諸元や通行経路を確認して

ください
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３．申請データ作成方法（制度利用確認）

⑦許可不要申請を選択してください

特車許可不要区間制度とETC2.0簡素化
制度（特車ゴールド）の両方利用の条件
を満たす場合、どちらを選択するかの確
認メッセージが表示されますので、
「特車許可不要区間制度」を選んでくださ
い。

メッセージが表示されない場合
は、許可不要制度適用外です。
車両諸元や通行経路を確認して

ください
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３．申請データ作成方法（申請データダウンロード）

⑧tksデータをダウンロードし、道路管理者に提出してください

１．申請書作成状況一覧に、許可不要制度適用を示す特別な記載がないため、
予約時の申請番号で識別してください。

許可不要制度適用申請か否かのメッセー
ジは出力されないため、予約時の申請番
号で識別してください。
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３．申請データ作成方法（帳票ダウンロード）

⑧tksデータをダウンロードし、道路管理者に提出してください

２．許可不要区間適用申請では、通行経路表に記載される経路は許可不要区間を含めた
すべての通行経路が表示され、通行経路に関する模式図が追加されます。

３．算定結果は、許可不要区間の算定をスキップした結果となります

許可不要区間の算定を
スキップした結果が表示されます

許可不要区間と通行経路
に関する模式図を追加

許可不要区間を含むすべて
の通行経路が表示されます
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３．申請データの作成方法（許可証の受領）

〇許可不要制度が適用された許可の条件書および通行経路表に、許可不要制
度適用であることを示す記載が追加されます

条件書に、
許可不要区間の通行条件

に関する記載を追加

通行経路表に、
許可不要区間と通行経路
に関する模式図を追加

通行経路表に、
許可不要区間と通行経路
に関する模式図を追加



４．申請の提出先について（参考：通常申請）
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＜申請提出先のルール（通常申請）＞

①経路に国・県・政令市が管理する道路を含む場合は、国・県・政令市に提出し
てください
②経路が市町村が管理する道路のみの場合は、それぞれの市町村に提出して
ください

交差点1

国管理

国道

国管理

交差点2 交差点3 交差点4

国管理 県管理 市管理

県道

県管理

市道

市管理

交差点1 交差点2 交差点3

B市管理A市の管理A市管理

A市道

A市管理

B市道

B市管理

国（国道事務所）もしくは県（県庁もしくは県の出先機関）に申請してください

＜①国・県が管理する道路を含む場合＞

A市及びB市に申請してください

＜②市町村が管理する道路のみ場合＞
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４．申請の提出先について（許可不要制度適用申請）

＜申請提出先のルール（許可不要制度）＞
許可不要制度適用申請では、許可不要区間の都度審査を行いません。
このため、経路に許可必要区間を含む道路管理者にのみ提出が可能です。

ただし、許可不要区間と許可必要区間の接続部交差点は審査を行います。
このため、接続部交差点を管理する道路管理者には提出が可能です。

交差点1

国管理

国道

国管理

交差点2 交差点3 交差点4

国管理 県管理 市管理

県道

県管理

市道

市管理

国管理道路：許可不要区間完結のため国には申請できません
県管理道路：許可不要区間完結ですが、許可必要区間との接続部交差点が

県管理のため、県に申請できます
市管理道路：許可必要区間がありますが、県に申請可能なため、

市には申請できません

＜許可不要区間を含む経路の申請例＞

許可不要区間（都度審査対象外） 許可必要区間

接続交差点
（審査対象）

※ 複数の道路管理者にまたがる申請（一括申請）は、
国、県、政令市のみが受付できます。
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５．特車許可不要区間の確認方法（ガイドマップ）

〇指定道路ガイドマップ：許可不要区間をWeb地図上で確認できます

許可不要区間
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５．特車許可不要区間の確認方法（付図表示システム）

〇道路情報便覧付図表示システム：許可不要区間のスパン番号を確認できま
す

許可不要区間
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５．特車許可不要区間の確認方法（便覧表示システム）

〇道路情報便覧表示システム：スパン・交差点の道路管理者を確認できます

許可不要区間
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４．特車許可不要区間の確認方法（便覧表示システム）

〇道路情報便覧表示システム：スパン・交差点の道路管理者を確認できます

この場合、
スパンはさいたま市の管理

交差点は大宮国道事務所の管理

交差点番号をクリック

交差点の道路管理者を確認

スパンの道路管理者を確認
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６．道路情報便覧表示システムの不具合について

〇「申請FD読込み」において、
許可不要区間制度適用申請のbinデータを読み込むとエラーとなる
⇒積載物名を「海上コンテナ（ボックス・その他）」に変更して読込んでください

許可不要区間対象車両となる積載物名
のbinデータは、

エラーとなり読み込めない

⇒申請支援システムでbinデータをFD読込し、
積載物名を変して、再度binデータを保存したものを使用してください
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７．ガイドマップによる通行条件の確認方法

①PRサイトよりガイドマップを表示します

PRサイトにある
ガイドマップのバナーをクリック

表示させる地方をクリック
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７．ガイドマップによる通行条件の確認方法

② 通行条件の設定されている交差点番号を確認します

通過する交差点に通行条件が設定
されていることを確認

（B条件で通行可能な交差点は、
交差点番号の表示なし）

「こちら」をクリック

表示する地方をクリック
（通行条件リストPDFをダウンロード）
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７．ガイドマップによる通行条件の確認方法

③ 交差点リストを参照し、通行条件を確認します

道路情報便覧付図表示システム

C条件の折進

※ガイドマップには折進元、折進先の交差点番号が表示されないため、道路情報便覧付図表示システムを利用してください
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８．その他

許可不要制度に関する情報
●許可不要制度に関する情報は、下記に掲載しています
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/tokusyafuyou_pr.html

問い合わせ先
●許可不要制度に関するお問い合わせについては、下記までお願いします
国土交通省 道路局 道路交通管理課
TEL 03（5253）8483

● 許可不要制度適用申請の手続きに関するお問い合わせは、

下記までお願いします
特殊特車申請事務取扱窓口
・直轄国道事務所、都道府県、政令市
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html

● システム操作方法に関するお問い合わせについては、下記までお願いします。
特車運用事務局
E-mail ktr-tokusya-info@mlit.go.jp

許可不要制度に関する情報
にジャンプします
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８．その他

ページ 更新内容

P8 許可不要区間を含まない申請についての記述を訂正
（許可不要区間を含まない経路があっても、許可不要制度適用申請は可能です）

P11 画面の記入内容を修正
（幅と長さの入力値が入れ替わっていました）

P14 経路作成の留意点に関するページを追加

P15,16 適用条件を満たさない場合にはメッセージが出ない説明を追加

P18 申請書の通行経路表に模式図が追加されることを追加

P19 条件書と通行経路表の記載内容が変更される説明を追加

P20 一括申請は政令市も受付可能なことを追加

P25 便覧表示システムで交差点の道路管理者を確認する手順を追加

P30 問い合わせ先を追加
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